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令和元年８月８日 

障 害 福 祉 部 

 

世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び 

運営の基準等に関する条例（案）について 

 

（付議の要旨） 

令和２年４月に予定している児童相談所の開設に伴い、児童福祉法第５９条の４第１項及

び同法施行令第４５条の３に基づく児童相談所設置市事務として障害児入所施設に関する

事務が東京都から区に移管されることから、施設の人員、設備及び運営に関する基準等につ

いて定めるための条例案を、令和元年区議会第３回定例会に提案する。 

 

１ 主旨 

令和２年４月に予定している児童相談所の開設に伴い、児童福祉法第５９条の４第１項

及び同法施行令第４５条の３に基づく児童相談所設置市事務として障害児入所施設に関

する事務が東京都から区に移管されることから、施設の人員、設備及び運営に関する基準

等について定めるための条例案を、令和元年区議会第３回定例会に提案する。 

 

２ 条例の内容 

条例の制定にあたっては、東京都の事務の継続性や区民・事業者への影響等を考慮し、

東京都が定めている現行の「東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関

する条例」及び「児童福祉法施行条例」と同一の基準とする。 

（１）事務の概要 

障害児を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び

治療を行うことを目的とする施設の指定、変更、廃止及び指導等を行う。 

（２）定める内容 

  ①対象施設 

 ・指定福祉型障害児入所施設 

 ・指定医療型障害児入所施設 

  ②概要 

 児童福祉法第２４条の１２第１項及び第２項の規定に基づき、児童福祉施設に認可さ

れる障害児入所施設に必要とされる設備や、運営に必要となる職員などの基本的な事項

について条例に規定する。 

・職員配置に関する基準（配置基準） 

・設備基準に関する基準（定員、設備の設置） 

・理念等に関する基準（生活指導、計画作成） 

・運営基準に関する基準 

（緊急時の対応、非常災害対策、衛生管理、情報提供、利益供与の禁止 など） 
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（３）その他 

①児童福祉施設の最低基準については、別に定める「世田谷区児童福祉施設の設備及び

運営の基準に関する条例（案）」による。 

②障害児入所施設は、現時点では区内に存在しないが、事務移管後は、当該施設の設置

等に関する事業者相談等の事務が生じるため、処理に必要な基本的な基準等条例を制

定する。なお、障害児入所施設に関する実務上の細目については規則に委任する。 

 

３ 条例案 

  別紙「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（案）」

のとおり。 

 

４ 施行予定日 

  令和２年４月１日 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和元年９月 第３回区議会定例会（条例案の提案） 

  令和２年４月 条例施行 

 


